
森林 ・ 山村多面的機能発揮対策交付金

I 1. 活動メニュー I 

地域住民や森林所有者等、 地域の実情に廊 じた3 名以上で構成する 活動組織が、

森林経営計画の策定さ れていな い0.1ha 以上の森林を対象と して実施する 、 里山林の

保全、 森林資源の利活用等の取組を支援 します。

地方公共団体の支援のある 活動や地域コ ミ ュニテ ィ の活性化を図る ための中山間

地域における 農地等の維持保全にも 資する 取組を行う 揚合は、 優先的に支援 します。

メインメニュー

サイドメニュー

※メインメニューと組み合わせて実施する必要があります。

森林機能強化タイプ 1 関係人口割出・維持タイプ



I 2. 活動への支援内容 ー一 ー 一ー一ー一 ー ー］

里山林の保全管理や資源を利用する ため、 下記のよ う な活動に対 して支援を行いま す。

地域環境保全タイプ（メインメニュー）
（里山林景観を維持 ・保全するための活動）

交付単価（最大）：lha 当たり初年度12 万円、2 年目11.5 万円、3 年目11 万円

荒廃 した里山林の里山林景観を維持する ための
活動に対 し支援を行います。

具体的には、 雑草木の刈払い ・ 集積 ・ 処理、 落
ち葉掻き 、 歩道 ・ 作業道の作設 ・ 改修、 地拷え、
植裁、 播種、 施肥、 不要萌芽の除去、 緩衝帯 ・ 防
火帯作設のための樹木の伐採 。搬出、 風倒木 ・ 枯
損木の除去 ・ 集積 ・ 処理、 土留め ・ 鳥獣害防止柵
等の設置、 こ れら の活動に必要な森林調査、 安全
講習、 傷害保険等が挙げられま す。

地域環境保全タイプ（メインメニュー）
（侵入竹の伐採 ・除去、荒廃竹林の整備活動）

交付単価（最大） ：1ha 当たり初年度28.S 万円、2 年目26.S 万円、3 年目24.5 万円

侵入竹の伐採や除去活動、 荒廃竹林の整備活動
に対 し支援を行います。

具体的には、 竹 ・雑草木の伐採 ・ 搬出 ・ 処理 ・
利用、 こ れら の活動に必要な森林調査、 安全講習、
傷害保険等が挙げら れま す。

森林資源利用タイプ（メインメニユー）
（集落周辺の広葉樹等の伐採、搬出活動等）

交付単価（最大）：lha 当たり初年度12 万円、2 年目11.5 万円、3 年目11 万円

集落周辺の広葉樹等の伐採、 搬出活動等に対 し
支援を行います。

具体的には、 雑草木の刈払い ・ 集積 ・ 処理、 落
ち葉掻き 、 歩道 ・ 作業道の作設 ・ 改修、 本質バイ
オマス ・ 炭焼き ・ しいたけ原木 ・ 伝統工芸品原料
のための未利用資源の伐採 ・ 搬出 ・ 加工、 特用林
産物の植付 ・ 播種 ・ 施肥 ・ 採集、 こ れらの活動に
必要な森林調査、 安全講習、 傷害保険等が挙げら
れます。
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路網の補修・機能強化等
（サイドメニュー）

関係人口創出・維持等
（サイドメニュ一）

歩道や作業道等の作設 ・ 改修、 地域外関係者と の活動内容の調整、
鳥獣害防止柵の設置 ・ 補修等に対 受け入れのための環境整備、 これら
し、 1 rn 当た り 800 円の支援を行 の活動に必要な森林調査に対 し、5 
いま す。 夏巴の支援を 行いま す。

刈払機、 チェーンソ ー、 電気柵、
チッパーなど、 交付金活動に必要な
資機材の購入師の1/2 以内を支援し
ます。 ただし、 林内作業車、 薪割り
機、 薪ス トープや炭焼き小屋につい
ては1/3 以内を支援します。

I 3. 支援を受ける には I 

森林 ・ 山村多面的機能発揮対策交付金を活用 した取組を行う ために、 以下の要件を
満たす活動組織を設立する 必要があ り ます。

活動組織（交付金支援を受けるための要件）

活動組織の構成員は、地域住民、森林所有者等地域の実情に応じた方(3 名
構成員

以上）で構成してください。
地域の 自治会、NPO 法人等が実施、又は1 構成員となることも可能です。
なお、活動組織としての規約の作成や区分経理が必要となります。

対象森林
本交付金の対象となる森林は、活動を行う時点において、森林経営計画が策

定されていない0. 1ha 以上の森林です。

地域住民、森林所有者等による里山林の保全、利用を支援することが本事業
活動区域 の目的であり、原則として活動組織の事務所は、対彙森林と同一都道府県内に

あることが必要です。

活動組織名、所在地、取組の背景及び概要、3 年間の活動計画 （原則として過

活動計画書
去に策定した活動計画書に位置付けられていない森林とする。）、年度別の取
組内容、計画日、委託内容等を記載した計画書を作成する必要があります。（計
画書の作成は交付金の支援対象とはなりません。）

I 4. その他支援を受ける場合の留意点等

• 1 活動組織当た り 、 年度ご と に500 万円 （国からの交付額） を
上限と して支援 （同 じ場所では原則3 年間支援） します。

・ 人工林でも 活用でき ます。
・ 地域の活動組織が持続的に里山林の整備や利用活動を実施する

こ と を基本と して、 森林整備の作業で危険を伴う 作業や専門的
な技術が必要な作業等については、 地域の森林組合等に作業の
一部を委託する こ と ができ ます。

。採択に当た っては、 会費の徴収等によ り 財政基盤が確保さ れて
おり 、 安全研{I 多を計画 して いる な どの一定の安全技術の向上が
期待でき る 組織を対象と します。

• また、 活動計画書に活動の目標と 活動結果のモニタ リ ング調査
方法が記載さ れて いる と と も に、 モニタ リ ング調査を実施する
必要があ り ま す。 詳細は、 モニタ リ ング調査のガイ ドラ イ ンや
同バンフ レ ッ ト を ご参照く ださ い。

活動の実施に必要な
機材及び資材の整備

（サイドメニュー）
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I s. 交付金の 申請から報告までの主な流れ I 

活動団体の実施事項

に 活動組織の設立 - ―l 
I I 

参加者を募り 、 どのよ う な森づ＜り や活動を
した いか話 し合いま す。

亡事
前
準
備

活動地の決定

森林所有者の同意を得て協定を結びます。
活動地が本交付金の用件を満たすか確認 しま す。

, ,,_,,' L 地域協議会へ申請
…… 〔 書類の提出先等は都道府
一 県によ って異な り ます。 〕

実施要領に沿った内容で3 年間の活動計画書を
作成しま す。 申請に必要な書類は、 地域協議会
のホ ームページや林野庁のホ ームページから ダ
ウ ン ロ ー ドでき ま す。

事前相談

地域協議会等に交付
金を使いた い旨を事
前に相談 し、 下記の
書類作成等について
ア ドバイ ス を も ら い
ま す。

＜提 出書類 ＞

・活動組織規 約

・協定書

・採択 申請書

・活動計画書

・森林計画図

等

亡事
業
実
施

活動開始、モニタリング調査等の実面―一三ニコ 活動実施

活動計画書に基づき 活動を開始 しま す。
地域協議会等から活

目標達成度を調査する ためモニタ リ ング調査
動に必要な安全講習

（森林の状態を把握する 初回調査、 活動の効果
等の相談や、 モニタ

を確認する 年次調査） 等を行いま す。
リ ング調査の指導を
受けま す。

活動記録の保存 Ｉ コ

ヒ．

報
告

活動実績の取りまとめ・活動記録の提出
実施状況報告書を提出 しま す。 1 年目 ·2 年目
の活動組織は、 次年度の活動に向けて、 活動計
画書の見直 し等を検討 します。

匡....
交付金活動の完了 ＿＿」

最終報告
活動終了後、 活動記
録等を地域協議会等
へ事前に提出し、 内
容を確認 して も ら い
ます。

I 6. お問合せ先 」
詳 細 につ いて は 、各 地域 協 議 会 にお問 い 合 わ せ 下 さ い 。

いわ て里山再生地域協議会

〒020-0021 盛岡市中央通3-15-17 岩手県森林組合会館2 階 TEL 019-601-6080 FAX 019-601-6521 

発行 林野庁森林整備部森林利用課 山村振興 ・ 緑化推進室

http://www. 「inya.maff.go.jp/j/sanson/tamenteki.html 
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